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プロジェクト計画書作成に関する⽀援
• 中⼩企業基本法の対象事業者
• ⾃治体
• 公益法⼈（⼀般/公益社団法⼈、⼀般/公益財団法⼈、医療法⼈、福祉法⼈、学校法⼈等）

⽀援対象者

• 1事業者当たり1⽅法論につき1回限り
• ⽅法論あたりのCO2削減・吸収⾒込量が年平均100t-CO2以上の事業であること

⽀援条件

審査費⽤に関する⽀援

検証（クレジット認証に関する審査）妥当性確認（プロジェクト登録に関する審査）

• 審査（検証）に係る費⽤を90％⽀援• 審査（妥当性確認）に係る費⽤を70％⽀援⽀援内容

• 中⼩企業基本法の対象事業者
• ⾃治体
• 公益法⼈（⼀般/公益社団法⼈、⼀般/公益財団法⼈、医療法⼈、福祉法⼈、学校法⼈等）

⽀援対象者

• 通常型︓1プロジェクト当たり2年度内に1回まで
• プログラム型︓1プログラム当たり同⼀年度内に1回まで

• 通常型︓1事業者当たり同⼀年度内に2回まで
• プログラム型︓1運営・管理者当たり同⼀年度内に2回まで
※ただし、同じ⽅法論で２回受けることは不可。

⽀援回数

• 認証申請当たりのCO2排出削減・吸収量が100t-CO2
以上であること。

• CO2削減・吸収⾒込量が年平均100t-CO2以上の事
業であること。

⽀援条件

※審査費⽤⽀援の執⾏額が予算上限額に達した場合、年度途中で受付を終了する場合あり

• ⽀援対象者・⽀援条件を満たすことで、⼿続⽀援を利⽤可能
• ⽀援内容は毎年度⾒直しあり

国・事務局による⼿続⽀援について （令和５年度事業）


